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   情報公開請求について、請求から公開までの手順・期間（通常及び審査請求の場合） 

 

総務部総務課 

 

 

裁決

（非公開の処分が取り消された場合、

公開を行う）

同審査会から市に対して答申

同審査会で審査

宝塚市個人情報保護・情報公開審査会

に諮問

審査請求

（公開の決定から３カ月以内に

審査請求をすることがができる）

公開の決定

審査

（14日間以内、

延長する場合は44日間以内）

情報公開請求

（情報公開請求書の提出）

通

常

の

場

合 

審

査

請

求

の

場

合 

14

日
間
以
内 

（
延
長
す
る
場
合
は
44

日
間
以
内
） 

最
短 

約
４
か
月
間 

最
大 

約
１
年
間 

（
※
本
市
に
お
け
る
令
和
４
年
２
月
末
ま
で
の
実
績
） 


